
 

みやぎ地域生活支援デイサービス特区 

 

都道府県名： 
宮城県 

申請主体名： 宮城県 

区域の範囲： 角田市及び岩沼市並びに宮城県

柴田郡大河原町、村田町及び柴田

町の全域 

 

 

特区の概要：  日本一の福祉先進県づくりを目指す宮城県においては，「地

域で自分らしい生活を安心して送れる社会」を基本理念とする

プランを策定し，その実現に向け取り組んでいる。知的障害者

及び障害児についてこの基本理念を実現させるために，利用者

の身近な所でデイサービスなどの多様なサービスを確保する

とともに，高齢者等多様な利用者とのかかわりによるＱＯＬの

向上を図るものである。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・指定通所介護事業所等における障害児等のデイサービスの容

認 

 

   　多機能型地域ケアホーム

・「みやぎの福祉・夢プラン」
をはじめとする様々な計画や，
地域での生活を支える個別の施策
や事業が基礎となっています。

 高齢者  障害者  障害児

 今回の申請事業である「指定通所介護事業所等における知的
障害者及び障害児の受入事業」をはじめとして，地域でサービ
スを必要とする人たちに，多様なサービスを提供します。

※　ケアホームによる特例事業の適用を先導事例として
　　特定事業の県内における拡大を目指していきます。

 

角田市ほか 


